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様式第１号 

 

大垣市土地開発公社経営の健全化に関する計画（抜粋） 

 

                       岐 阜 県 大 垣 市 

 

 

第１ 経営健全化の期間 

 

   平成２５年度から平成３２年度までの８年間 

 

第２ 経営健全化の基本方針 

    

   大垣市では、総合計画等で定めた道路、公園などの施設建設事業等を円 

滑に推進するために、これに必要な事業用地を大垣市土地開発公社（以下 

「公社」という）の活用によって、先行取得してきた。 

 土地の価格が下落する経済状況の中、設立・出資団体の財政事情の変化や、

事業の見直し等によって保有土地に占める長期保有土地の割合が増加傾向

にあるため、公社の経営環境は厳しいものになっている。 

 公社の経営の健全化にあっては、市独自での平成１３年度から第一次大垣

市土地開発公社経営健全化計画、さらに平成２３年度から第二次大垣市土地

開発公社経営健全化計画を策定し、公社保有土地の縮減に努めてきたが、依

然として公社保有土地の残高水準は高く、引き続き早期に保有土地の処分を

図っていくことが、財政健全化の課題となっている。 

 このたび、総務省における「土地開発公社経営健全化対策」に基づき、公

社の経営健全化に向けた計画を策定し、公社の経営の健全化に積極的に取り

組むこととする。 

 

【経営健全化に向けた目標】 

 １．保有土地の簿価総額の縮減 

   平成２９年度末に、当該年度における標準財政規模に対する債務保証等

対象土地の簿価総額の割合を、基準年度の当該数値０．３６から０．２以

上低下させて、０．１１とし、さらに平成３２年度末に、当該年度の標準

財政規模に対する簿価総額の割合を０．０９とする。 

  

 ２．５年以上保有土地の簿価総額の縮減 

   平成２９年度末に、当該年度における標準財政規模に対する保有期間が
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５年以上である債務保証等対象土地の簿価総額の割合を、基準年度の当該

数値０．２８から０．１以上低下させて、０．１１とし、さらに平成３２

年度末に、当該年度の標準財政規模に対する簿価総額の割合を０．０９と

する。 

 

 

 （計画における目標数値） 

 平成２３年度末 

（基準年度） 
平成２９年度末 平成３２年度末 

簿価総額/標準財政規

模 
０．３６ ０．１１ ０．０９ 

簿価総額/標準財政規

模（うち５年以上） 
０．２８ ０．１１ ０．０９ 

  標準財政規模は、平成２３年度末については３３，２０５百万円を使用し

平成２４年度末以降については３３，９９４百万円を使用。 

   

第３ 公社経営健全化計画実施のための体制 

  

   本計画は、保有地の現所管課に対して事業化の予定年度等のヒヤリング

を実施し、その結果を踏まえて策定した。今後は、本計画に基づき、健全

化担当部署から議会、委員会等に進捗状況を報告し、本計画に対する透明

性を図りつつ本計画を進める。 

 

第４、第５ 省略 

 

第６ その他の経営健全化のための具体的措置 

１ 保有土地の暫定使用 

  公社では、これまでも保有土地のうち当面処分予定のない土地につい 

ては、有料駐車場等での短期貸付による暫定使用の推進を図ってきたが、今

後も、積極的な貸付けによる収益確保に努め、金融機関からの借入金の減少

につなげる。 

 

 ２ 自己資本の活用による借入金の圧縮 

   不用土地等の民間売却を推進し、土地を処分した場合には、その売却代

金を欠損金の補填及び借入金償還財源とし、借入金の圧縮と利息の軽減を

図る。 
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 ３ 入札制度の導入等による借入条件の改善 

   公社では、これまでも借入利率の抑制に努めてきたが、今後も利率等借

入条件については、入札により利率の抑制を図る。 

 

第７ 設立・出資団体による支援措置 

 １ 公共用地先行取得特別会計の活用 

   今般の土地開発公社経営健全化対策に示された公共用地先行取得等事業

債の弾力的な運用を活用し、早期に長期保有土地の再取得を図る。 

 

 ２ 公社に対する補助の実施 

   本市では、平成２１年度から新経理基準要綱により、代替地・特定土地

は時価に評価替をしており、これに伴い発生した欠損金を解消するため、

平成２３年度から公社の借入金の償還金に対し補助金を交付しているが、

今後も補助金の増額を含め、早期に解消を図る。 

 

 ３．使用料の設定 

   本市が、公社保有土地を暫定使用する場合、適切な使用料を支払うこと

とする。 

 

第８ 設立・出資団体における用地取得依頼手続き等の改善 

   本市は、平成１３年度から公有財産等運用委員会を設置し、一定の面積

（３３㎡）以上の新規事業用地の取得について審査を行い、承認されたも

のについてのみ公社に事務依頼している。 

   今後も、公有財産等運用委員会において、用地の必要性、事業計画の実

現性を審査し、新規事業用地取得の抑制、長期保有土地の発生を防止する。 

   

第９ 省略 


